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Ⅰ．研究計画 

 
【研究の概要】 
 平成 10 年度に基本健康診査を受診し，生活習慣アンケートに回答した約７，５００名の追跡調査

によって死亡状況，および虚血性心疾患（急性心筋梗塞，狭心症），脳卒中，突然死，糖尿病などの

罹患状況を把握し，各疾患の危険因子を分析するとともに，危険因子の状態別の絶対リスクを推定す

る。 
 
【研究の形態】 
・ 本研究は新潟大学大学院医歯学総合研究科における（地域予防医学講座健康増進医学分野と国

際感染医学講座公衆衛生学分野）施設内研究の形態を取り，新潟県，十日町健康福祉事務所，

十日町市，中里村の協力を得て行う。 
・ ただしデータ収集後に，他研究施設との共同研究を行うこととなった場合，データの提供に際

しては匿名化の形で提供する。 
 
【研究組織】 
  研究代表者：田辺直仁（地域予防医学講座健康増進医学分野・助教授） 
  共同研究者：鈴木宏（国際感染医学講座公衆衛生学分野・教授） 
  研究協力機関：新潟県福祉保健部健康対策課，十日町健康福祉事務所，十日町市，中里村 
 
【目的】 
 新潟県における生活習慣病の危険因子を検討する。 
 総死亡，および虚血性心疾患，脳卒中，突然死，糖尿病を主たる研究対象疾病とする。 
 
【対象】 
 平成 10 年度の基本健康診査を受診し，生活習慣アンケートに回答した十日町市，中里村の住民 
 約７，５００名 
 
【方法】 
１． 平成 10 年度基本健康診査受診以降の総死亡，および虚血性心疾患，脳卒中，糖尿病の罹患者を，

以下の方法で把握する。 
①平成 15 年度の基本健康受診者の問診によって，過去５年間の疾病罹患が疑われる者（罹患疑 
 い者）を把握する。 
②平成 15 年度の基本健康診査を受診しなかった者（未受診者）について現住所，死亡者の死亡 
 年月日，転出者の転出年月日を把握する。 
③罹患疑い者および死亡者・転出者を除く未受診者に，疾病罹患状況アンケートを郵送し，カル 

テ調査の許可を得る。 
  ④死亡者について，死亡小票調査によって死因の検討を行い，虚血性心疾患，脳卒中，突然死， 
   糖尿病が関与した死亡者を把握する。 



  ⑤カルテ調査によって診断を確定する。 

 
２． 危険因子の分析と絶対リスクの推定 

①診査結果，および生活習慣アンケート調査を元に，死亡および各疾病 
 の罹患と関連した危険因子を，統計学的分析によって明らかにする。 
②平成１０年度に保存した血清から基本健康診査で測定されていない検査項目について測定し， 
疾病罹患との関連を検討する。検査項目が決定した場合にはあらためて医学部倫理委員会にお

いて承認を得るとともに，検査の実施を広報し，調査対象者となることを拒否できるようにす

る。 
  ③ある危険因子をもつ人が，その後５年間の間にどの程度各疾病に罹患する可能性があるのかに

ついて，絶対リスクを推定する。 

平成10年の

　受診者

15年度

再受診

15年度

非受診

15年度の

受診状況

検診調査票で
・心疾患
・脳卒中
・糖尿病

いずれもなし
（電算機入力
結果で把握）

いずれかあり
（電算機入力
結果で把握）

調査終了

郵送による
罹患調査 大学医師による

カルテ調査

死亡 死亡票調査

転出 住民票の記録により把握

その他 郵送による
罹患調査

大学医師による
カルテ調査
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Ⅱ．調査実施の手続き 

 
全ての調査は「疫学研究に関する倫理指針（文部科学省・厚生労働省）」との整合性を図って行う。 
以下，文中の（ ）は，手続きの実施者 
[ ] 内は「疫学研究に関する倫理指針（文科省・厚労省）」の関連条文 
 
１．調査の実施計画について，新潟大学医学部倫理委員会による審査と承認を受ける。 

（大学担当者）[3(1)③] 
２．本調査についての広報の実施（市村が実施） [7，10，11(1)(2)②] 

内容：①平成 10 年度の基本健康診査受診者を対象として疫学調査を行う。 
   ②調査内容：死亡状況，心疾患，脳卒中，突然死，糖尿病の罹患状況を調査し，各疾病に 
         罹患しやすい人の特徴を把握する。 
   ③調査は県，大学との協力によって行う。 
   ④平成 10 年度の基本健康診査結果とアンケート結果，および承諾を得て保存した健診の 
    残余血液を調査に利用する。 
   ⑤平成 10 年度と 15 年度の基本健康診査の結果，および平成 10 年度に行ったアンケート 
    結果と健診の残余血液を大学の担当者が利用し，継続して大学で保管する。 
   ⑥市村または大学の担当者から，郵送によって疾病罹患についてのアンケート調査を実施 
    し，同時に医療機関カルテ調査について同意の有無を確認する。 
   ⑦得られた全ての情報については秘密を遵守し，統計的な処理以外の目的には用いない。 
   ⑧調査の対象からの除外希望について市村へ連絡があれば，調査対象者から除外する。 

３．以下の情報を市村が大学に提供することについて，市村の個人情報保護規定に則って手続きをと

る。（市村） [11(2)②] 
   提供情報：①平成 15 年度の基本健康診査結果 
        ②平成 10 年度の基本健診以降の死亡・転出者情報 
         世帯員番号＜注：住民票番号ではない＞・氏名・死亡転出年月日 
        ③調査対象者の現住所 
         大学から調査対象者の世帯員番号・氏名を連絡する 

４．市村と大学担当者の間で，上記３の情報提供に関する情報提供の契約を結ぶ。 
（市村，大学担当者） 

５．平成 15 年度基本健康診査における調査実施に関する掲示，ただし２を実施すれば必須ではない

ため，実施の有無は市村との協議によって決定する。（市村）[11(2)②] 
掲示内容：①平成 10 年度の基本健康診査と平成 15 年度の基本健康診査結果を照合，比較する 
      ことによって，住民の健康状態の分析を行う。 
     ②分析は県・大学との共同で行うため，基本健康診査の結果情報を大学分析担当者に 
      提供し，必要に応じて市村，大学担当者から疾病罹患状況のアンケートを行う。 
     ③得られた情報の守秘は厳守し，罹患調査および統計分析以外の目的には用いない。 
     ④調査対象者からの除外希望は市村で受け付け，除外希望者の情報は大学に提供しな 
      い。 



６．平成 15 年度基本健康診査における問診の実施（市村） 
問診内容は通常の基本健康診査の項目の通りとする。 
ただし，特に心疾患，脳卒中，糖尿病については漏れなく問診を行うように留意し，平成 10 年

度以降（10 年度を含む）に罹患したと思われる者は漏れなく罹患年齢（推定可）を記載する。 
糖尿病に関しては，医師より「糖尿病」と診断された者のみ「現症」に記載し，尿糖のみ陽性で

あった者，境界型であったものなどは記載しない。 
７．平成 10 年度と 15 年度の健診成績の照合（大学担当者） 

以下について把握する。 
 ①平成 15 年度再受診の有無 
 ②再受診者中，平成 10 年度以降に「心疾患」「脳卒中」「糖尿病」に罹患が疑われる者（罹患 
  疑い者） 

８．非再受診者の現状についての把握（市村，大学担当者） 
大学から市村に提供する世帯員番号，氏名，平成 10 年度受診時の住所をもとに，住民基本台帳

情報と照合して，平成 10 年度の基本健康受診者について以下の情報を把握する 
 ①死亡者の死亡年月日 
 ②転出者の転出年月日 
 ③現住所 

９．死亡小票の閲覧による死因の確認（大学担当者） 
総務省に死亡小票の閲覧申請を行い，許可を得て十日町健康福祉事務所にて死亡小票の閲覧を行

う。 
１０．疾病罹患状況アンケートの郵送 

市村または大学から以下の対象者に疾病罹患状況アンケートを郵送する。 
対象者：①罹患疑い者 
    ②平成 15 年度に再受診しなかった者で，市村に居住している者 
内容：①アンケート調査の主旨 
   ②医療記録調査について拒否できることの説明 
   ③心筋梗塞，狭心症，脳卒中，糖尿病の罹患の有無 
   ④初めて診断された医療機関と時期 

１１．カルテ調査（大学担当者） 
   医療機関のカルテ調査を行って診断を確定する。ただし，医療機関が診療情報提供することに

ついて，倫理審査委員会または医学部倫理委員会の審査と承認を受けた上で医療機関の長の許可

を得ることを原則とする[11(2)②③]。ただし，医療機関からの情報収集について本人から「許可

しない」ことが明示された場合にはカルテ調査の対象としない。 
１２．危険因子の分析（大学担当者） 
  ①平成 10 年度基本健康診査の成績およびアンケート調査の結果を元に，死亡，急性心筋梗塞， 
   狭心症，脳卒中，糖尿病などの危険因子分析を行う。 
  ②平成 10 年度に保存した血清を用い，基本健康診査項目にない血清成分と疾病罹患の関連を検 
   討する（時期，項目は平成 16 年度以降に計画する。その後あらためて倫理審査を受ける。） 
１３．住民に対する分析結果の公表（市村，大学担当者）[7 細則④イ] 
   市村の求めがあった場合には，調査結果の一部について，なるべく早期に住民（調査対象者） 
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  を対象とした講演会を行い，結果を還元する。（講演の時期・内容は市村と大学担当者の協議に 
  よって決定する。健診後の死亡についての分析が最も早期に分析可能であり，これについての報 
  告が主になると思われる。） 
１４．報告書の作成（大学担当者） 

平成１７年度末を目処とし，得られた結果について医学部倫理委員会，県，十日町健康福祉事

務所，市村に対して報告書を作成する。その後の分析によって得られた結果については，随時追

加報告する。 
 

 

大学

市・村

平成14年度中 平成15年度

基本健診前 基本健診後約３ヶ月以内基本健診中

調査実施に
ついての公報
（手続き２）

新潟大学医学部
倫理審査委員会
による承認
（手続き１）

平成10年以降の

疾病罹患状況
問診＝健診の
問診による
（手続き６）

大学への情報提供について個人情報保護委員
会などにおける審査（手続き３）

調査についての
掲示（手続き５）
⇒省略可と思われる

具体的な
打ち合わせ

健診結果の
フロッピーディスク
提供

平成10年度の

受診データとの
照合（手続き７）

住基情報の照合
と提供，可能で有れば
電子媒体による
（手続き８）

疾病罹患調査票の
郵送（手続き10）

死亡小票調査の開始
＝十日町健康福祉事務所と協力
　　（手続き９）

調査票未返送
者への再郵送

14年度中～16年度

カルテ調査
（手続き１１）

平成16年度以降

16年度

危険因子
の分析開始
（手続き１２）

結果の公表・還元
（手続き１３）

随時結果の報告
報告書については
17年度末を目途と

する（手続き１４）
死亡小票の閲覧手続き（県の協力による）

調査についての取り決め・情報提供についての
契約書手交（手続き４）

平成10年度の受診者中15年度に
受診しなかった者，平成15年の

受診者で疾病罹患が疑われる者
について名簿作成，住基台帳との
照合依頼（世帯員番号と氏名による）



Ⅲ．倫理上の配慮が必要な事項と対策 

 
本調査は全ての情報を個人情報との連結可能な状態で利用するため，個人情報に係る資料は鍵のか

かる保管庫にて保存する。また氏名などの個人情報の電算化と利用にはネットワークから独立したパ

ソコンを用い，電算化された個人情報はＣＤ－Ｒ，ＭＯ，外付けハードディスクなどの外部媒体に保

存して鍵のかかる保管庫に保管し，パソコン内部には残さないようにする。 
 なお，保管庫は容易に持ち去ることができない大きさと重量を備えたものを用い，鍵は研究代表者

が管理する。 
 
根拠となる条文：疫学研究に関する倫理指針（文部科学省・厚生労働省） 

10 資料の保存及び利用 
（１）資料の保存 

研究責任者は、疫学研究に関する資料を保存する場合には、研究計画書にその方法等を記載す

るとともに、個人情報の漏えい、混交、盗難、紛失等が起こらないよう適切に、かつ、研究結果

の確認に資するよう整然と管理しなければならない。 
 
その他，以下の項目に応じて対策をとる。 
 
１． 「疫学研究に関する倫理指針」が策定される以前に収集したデータの利用 

 
対策：データの収集時に記名承諾書を得ているが（別紙１），調査を実施することをあらためて

広報によって公表する。（本計画書のⅡ．調査実施の手続き，２．本調査についての広報の実施） 
 
根拠となる条文：疫学研究に関する倫理指針 
  ７ 研究対象者からインフォームド・コンセントを受ける手続き等 
   （２）観察研究を行う場合 
    ②人体から摂取された試料を用いない場合 
    イ既存試料などのみを用いる観察研究の場合 

       研究対象者からインフォームド・コンセントを受けることを必ずしも要しない。こ

の場合において、研究者等は、当該研究の実施についての情報を公開しなければなら

ない。 
 

２． 採取済み血液（平成 10 年度健診の残余血清と全血）の保存 

 
対策：データの収集時に記名承諾書を得ているが（別紙１），血液を大学で保存することについ

てあらためて広報によって公表し（本計画書のⅡ．調査実施の手続き，２．本調査につい

ての広報の実施），研究対象者となることを拒否できるようにする。 
 ただし現段階では測定項目が決まっていないため，測定項目決定後あらためて医学部倫

理委員会で審査を受け，適切な手続きの後測定する。 
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根拠となる条文：疫学研究に関する倫理指針 

10 資料の保存及び利用 
（２）人体から採取された試料の利用 

研究者等は、研究開始前に人体から採取された試料を利用する場合には、研究開始時ま

でに研究対象者から試料の利用に係る同意を受け、及び当該同意に関する記録を作成する

ことを原則とする。ただし、当該同意を受けることができない場合には、次のいずれかに

該当することについて、倫理審査委員会の承認を得て、研究機関の長の許可を受けたとき

に限り、当該試料を利用することができる。 

②当該試料が匿名化されていない場合において、次のア及びイの要件を満たしていること。 

ア 当該疫学研究の実施についての情報を公開していること。 

イ 研究対象者となる者が研究対象者となることを拒否できるようにすること。 
 
 

３． 他の施設のデータ（平成 15 年度に実施される健診の成績，および死亡小票）の利用 
＜１＞市村の住民基本台帳データ 

    調査対象者のうち，以下の情報を氏名と世帯員番号（注：健診などで用いられる番号であり，

住民番号ではない）とともに磁気媒体によって提供を受ける。 
①死亡者の死亡年月日 

     ②転出者の転出年月日 
     ③アンケートを郵送する必要がある者について，現住所 
     （①②については，以下に示した住民基本台帳法第七条の七に相当する。） 

 
対策：住民基本台帳法によって閲覧が認められているため，市村より提供を受けることがで

きる。ただしそのための手続きは市村の個人情報保護規定に従って行い，市村の長と情報提

供についての契約を交わすこととする。また，近年個人情報保護の観点から問題となってい

る，住民基本台帳ネットワークの住民番号については提供を受けない。 
 
根拠となる条文：住民基本台帳法 
（住民基本台帳の一部の写しの閲覧） 
第十一条 何人でも、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第

一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項（同号に掲げる事項については、住所とする。

以下この項において同じ。）に係る部分の写し（第六条第三項の規定により磁気ディスク

をもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当

該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に

掲げる事項を記載した書類。以下この条及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写

し」という。）の閲覧を請求することができる。 
 

第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載（前条第三項の規定により磁気ディス

クをもつて調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。）をする。 



 
     一 氏名 
     二 出生の年月日 
     三 男女の別 

七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所

を定めた年月日 
 
 
＜２＞市村の健診結果の電算化されたデータ 

 
   対策：情報の提供を受けることを対象者に対して広報し（本計画書のⅡ．調査実施の手続き，

２．本調査についての広報の実施），対象者となることを拒否できるようにする。ま

た，健康増進法第三条に定められた「情報の分析と研究の推進」について，市村から

委託を受けることとし，その長と契約を交わす。ただしそのための手続きおよび提供

を受ける情報の内容は市村の個人情報保護規定に従い，市村が情報提供に必要な措置

をとった後に提供を受ける。 
 
    根拠となる条文１：疫学研究に関する倫理指針 

11 他の機関等の資料の利用 
（２）既存資料等の提供に当たっての措置 

既存資料等の提供を行う者は、所属機関外の者に研究に用いるための資料を提供す

る場合には、資料提供時までに研究対象者から資料の提供に係る同意を受け、及び当

該同意に関する記録を作成することを原則とする。ただし、当該同意を受けることが

できない場合には、次のいずれかに該当するときに限り、資料を所属機関外の者に提

供することができる。 
②当該資料が匿名化されていない場合において、次のア及びイの要件を満たしている

ことについて倫理審査委員会の承認を得て、所属機関の長の許可を受けていること。 
ア 当該疫学研究の実施及び資料の提供についての情報を公開していること。 
イ 研究対象者となる者が研究対象者となることを拒否できるようにすること 

 
    根拠となる条文２：健康増進法（平成 15 年５月１日施行予定） 
     第三条 

国及び地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識

の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健

康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その他の

関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。 
 
 
＜３＞死亡小票情報 
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   対策：情報を提供する側である総務省内の審査と承認によって実施する。 
 

根拠となる条文：疫学研究に関する倫理指針 
      11 他の機関等の資料の利用 

（２）既存資料等の提供に当たっての措置 
既存資料等の提供を行う者は、所属機関外の者に研究に用いるための資料を提供す

る場合には、資料提供時までに研究対象者から資料の提供に係る同意を受け、及び当

該同意に関する記録を作成することを原則とする。ただし、当該同意を受けることが

できない場合には、次のいずれかに該当するときに限り、資料を所属機関外の者に提

供することができる。 
③ 社会的に重要性の高い疫学研究に用いるために人の健康に関わる情報が提供

される場合において、当該疫学研究の方法及び内容、当該情報の内容その他の

理由により①及び②によることができないときには、必要な範囲で他の適切な

措置を講じることについて、倫理審査委員会の承認を得て、所属機関の長の許

可を受けていること。 
 
 
＜４＞医療機関のカルテ情報 

     
本調査において各種疾病の罹患有無を確定するために必須であり，診断確定に必要な全情

報を閲覧し，必要な所見を転記し，一部の情報は複写する必要がある（心電図など）。なお，

提供を受ける医療機関は本調査期間中に判明するため，情報の提供を受けることについて今

回の倫理審査において一括して許可を得る。 
 

対策：以下の条件に従って医療機関から情報を得る。ただし，医療機関からの情報収集に

ついて本人から「許可しない」ことが明示された場合にはカルテ調査の対象としな

い。 
① 医療機関から情報を得ることについて，調査対象者に文書で通知し，調査を拒否でき

ることを明示する。拒否がなかった場合のみ，倫理審査委員会から承認を受けた後，

医療機関の長の許可を得て閲覧を行う。 
② 死亡者については倫理審査委員会によって承認を受けた後，医療機関の長の許可を得

て閲覧を行う。 
 

 
根拠となる条文：疫学研究に関する倫理指針 

      11 他の機関等の資料の利用 
（２）既存資料等の提供に当たっての措置 

既存資料等の提供を行う者は、所属機関外の者に研究に用いるための資料を提供す

る場合には、資料提供時までに研究対象者から資料の提供に係る同意を受け、及び当

該同意に関する記録を作成することを原則とする。ただし、当該同意を受けることが



できない場合には、次のいずれかに該当するときに限り、資料を所属機関外の者に提

供することができる。 
② 当該資料が匿名化されていない場合において、次のア及びイの要件を満たして 

いることについて倫理審査委員会の承認を得て、所属機関の長の許可を受けて

いること。 
ア 当該疫学研究の実施及び資料の提供についての情報を公開していること。 
イ 研究対象者となる者が研究対象者となることを拒否できるようにすること。 

 
③ 社会的に重要性の高い疫学研究に用いるために人の健康に関わる情報が提供

される場合において、当該疫学研究の方法及び内容、当該情報の内容その他の

理由により①及び②によることができないときには、必要な範囲で他の適切な

措置を講じることについて、倫理審査委員会の承認を得て、所属機関の長の許

可を受けていること。 
 
４．被験者に対するアンケート調査 
 

対策：アンケート郵送時に研究目的，アンケート結果の利用方法，および守秘について説明し，

アンケートを拒否できるようにする（別紙２）。 
 

根拠となる条文：疫学研究に関する倫理指針 
７ 研究対象者からインフォームド・コンセントを受ける手続等 
（２）観察研究を行う場合 
② 人体から採取された試料を用いない場合 

ア 既存資料等以外の情報に係る資料を用いる観察研究の場合 
       研究対象者からインフォームド・コンセントを受けることを必ずしも要しない。

この場合において、研究者等は、当該研究の実施についての情報を公開し、及び

研究対象者となる者が研究対象者となることを拒否できるようにしなければな

らない。 
 
５．データの提供 

 
対策：本研究は施設内研究であり，他施設へのデータの提供は前提としていないが，今後メタア

ナリシスなどを目的とした多施設共同研究が行われることとなった場合，データの提供は

匿名化して行う。 
 
  根拠となる条文：疫学研究に関する倫理指針 

11 他の機関等の資料の利用 
（２）既存資料等の提供に当たっての措置 
既存資料等の提供を行う者は、所属機関外の者に研究に用いるための資料を提供する場合に

は、資料提供時までに研究対象者から資料の提供に係る同意を受け、及び当該同意に関する
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記録を作成することを原則とする。ただし、当該同意を受けることができない場合には、次

のいずれかに該当するときに限り、資料を所属機関外の者に提供することができる。 
① 当該資料が匿名化されていること。 



Ⅳ．調査に関連する法律および倫理指針の条文抜粋 

 
＜１＞法律 
 
健康増進法（平成１５年５月１日施行予定） 
第三条 
国及び地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健

康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の

養成及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その他の関係者に対し、必要な技術的援助

を与えることに努めなければならない。 
 
住民基本台帳法 
（住民基本台帳の一部の写しの閲覧） 
第十一条 何人でも、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第

三号まで及び第七号に掲げる事項（同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において

同じ。）に係る部分の写し（第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製すること

により住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のう

ち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条及び第五十条に

おいて「住民基本台帳の一部の写し」という。）の閲覧を請求することができる。 
 
第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載（前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて

調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。）をする。 
 
  一 氏名 
  二 出生の年月日 
  三 男女の別 
  七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定め 

た年月日 
 
 

＜２＞疫学研究に関する倫理指針（文部科学省・厚生労働省） 
 

３ 研究者等が遵守すべき基本原則 
   

（１）疫学研究の科学的合理性及び倫理的妥当性の確保 

① 研究者等は、研究対象者の個人の尊厳及び人権を尊重して疫学研究を実施しなければな

らない。 

 

② 研究者等は、科学的合理性及び倫理的妥当性が認められない疫学研究を実施してはなら
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ず、疫学研究の実施に当たっては、この点を踏まえた明確かつ具体的な研究計画を立案し

なければならない。 

 

③ 研究者等は、疫学研究を実施しようとするときは、研究計画について、研究機関の長の

許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 

  

＜細則＞ 

  研究機関の長とは、例えば、以下のとおりである。 

・ 病院の場合は、病院長。 

・ 保健所の場合は、保健所長。 

・ 大学医学部の場合は、医学部長。 

・ 企業等の研究所の場合は、研究所長。 

 

④ 研究者等は、法令、この指針及び研究計画に従って適切に疫学研究を実施しなければな

らない。   

 

⑤ 研究者等は、研究対象者を不合理又は不当な方法で選んではならない。 

     

 

７ 研究対象者からインフォームド・コンセントを受ける手続等 

 

研究対象者からインフォームド・コンセントを受ける手続等は、原則として次に定めるとこ

ろによる。 

ただし、疫学研究の方法及び内容、研究対象者の事情その他の理由により、これによること

ができない場合には、倫理審査委員会の承認を得て、研究機関の長の許可を受けたときに限り、

必要な範囲で、研究対象者からインフォームド・コンセントを受ける手続を簡略化すること若

しくは免除すること又は他の適切なインフォームド・コンセント等の方法を選択することがで

きる。 

 

    ＜細則＞ 

  倫理審査委員会は、インフォームド・コンセント等の方法について、簡略化若しく

は免除を行い、又は原則と異なる方法によることを認めるときは、当該疫学研究が次

のすべての要件を満たすよう留意すること。 

① 当該疫学研究が､研究対象者に対して最小限の危険を超える危険を含まないこと。 

② 当該方法によることが､研究対象者の不利益とならないこと。 

③ 当該方法によらなければ､実際上､当該疫学研究を実施できず、又は当該疫学研究

の価値を著しく損ねること。 

④ 適切な場合には､常に､次のいずれかの措置が講じられること。 

ア 研究対象者が含まれる集団に対し､資料の収集・利用の内容を､その方法も含め

て広報すること。 

イ できるだけ早い時期に､研究対象者に事後的説明(集団に対するものも可)を与

えること。 

ウ 長期間にわたって継続的に資料が収集又は利用される場合には､社会に、その

実情を､資料の収集又は利用の方法も含めて広報し､社会へ周知される努力を払

うこと。 



⑤ 当該疫学研究が社会的に重要性が高いと認められるものであること。 

 

（２）観察研究を行う場合 

   ① 人体から採取された試料を用いる場合 

    ア 試料の採取が侵襲性を有する場合 

文書により説明し文書により同意を受ける方法により、研究対象者からインフォーム

ド・コンセントを受けることを原則として必要とする。 

 

 イ 試料の採取が侵襲性を有しない場合 

研究対象者からインフォームド・コンセントを受けることを原則として必要とする。

この場合において、文書により説明し文書により同意を受ける必要はないが、研究者等

は、説明の内容及び受けた同意に関する記録を作成しなければならない。 

 

② 人体から採取された試料を用いない場合 

ア 既存資料等以外の情報に係る資料を用いる観察研究の場合 

  研究対象者からインフォームド・コンセントを受けることを必ずしも要しない。この

場合において、研究者等は、当該研究の実施についての情報を公開し、及び研究対象者

となる者が研究対象者となることを拒否できるようにしなければならない。 

 

イ 既存資料等のみを用いる観察研究の場合 

  研究対象者からインフォームド・コンセントを受けることを必ずしも要しない。この

場合において、研究者等は、当該研究の実施についての情報を公開しなければならない。 

 

 

 

10 資料の保存及び利用 

  

（１）資料の保存 

研究責任者は、疫学研究に関する資料を保存する場合には、研究計画書にその方法等を

記載するとともに、個人情報の漏えい、混交、盗難、紛失等が起こらないよう適切に、かつ、

研究結果の確認に資するよう整然と管理しなければならない。 

 

（２）人体から採取された試料の利用 

研究者等は、研究開始前に人体から採取された試料を利用する場合には、研究開始時ま

でに研究対象者から試料の利用に係る同意を受け、及び当該同意に関する記録を作成するこ

とを原則とする。ただし、当該同意を受けることができない場合には、次のいずれかに該当

することについて、倫理審査委員会の承認を得て、研究機関の長の許可を受けたときに限り、

当該試料を利用することができる。 

① 当該試料が匿名化されていること。 

② 当該試料が匿名化されていない場合において、次のア及びイの要件を満たしていること。 

ア 当該疫学研究の実施についての情報を公開していること。 
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イ 研究対象者となる者が研究対象者となることを拒否できるようにすること。 

 

 

 11 他の機関等の資料の利用 

 

（１）研究実施に当たっての措置 

研究責任者は、所属機関外の者から既存資料等の提供を受けて研究を実施しようとする

ときは、提供を受ける資料の内容及び提供を受ける必要性を研究計画書に記載して倫理審査

委員会の承認を得て、研究機関の長の許可を受けなければならない。 

 

（２）既存資料等の提供に当たっての措置 

既存資料等の提供を行う者は、所属機関外の者に研究に用いるための資料を提供する場

合には、資料提供時までに研究対象者から資料の提供に係る同意を受け、及び当該同意に関

する記録を作成することを原則とする。ただし、当該同意を受けることができない場合には、

次のいずれかに該当するときに限り、資料を所属機関外の者に提供することができる。 

① 当該資料が匿名化されていること。 

② 当該資料が匿名化されていない場合において、次のア及びイの要件を満たしていること

について倫理審査委員会の承認を得て、所属機関の長の許可を受けていること。 

ア 当該疫学研究の実施及び資料の提供についての情報を公開していること。 

イ 研究対象者となる者が研究対象者となることを拒否できるようにすること。 

③ 社会的に重要性の高い疫学研究に用いるために人の健康に関わる情報が提供される場

合において、当該疫学研究の方法及び内容、当該情報の内容その他の理由により①及び

②によることができないときには、必要な範囲で他の適切な措置を講じることについて、

倫理審査委員会の承認を得て、所属機関の長の許可を受けていること。 

 

       ＜細則＞ 

    １ 既存資料等の提供を行う者の所属する機関に倫理審査委員会が設置されていない場合

において、②又は③の倫理審査委員会の承認を得ようとするときは、他の機関、公益法

人、学会等に設置された倫理審査委員会に審査を依頼することができる。 

    ２ 倫理審査委員会は、③により、他の適切な措置を講じて資料を提供することを認めると

きは、当該疫学研究及び資料の提供が、７柱書の細則の①から⑤までのすべての要件を

満たすよう留意すること。 
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平成１０年実施

生活習慣アンケート



平成10年度基本健康診査受診者の皆様へ

十日町市では市民の健康増進活動に役立てるため、新潟県、保健

所、新潟大学と協力して成人病の実態調査を行っています。とくに

最近、死亡の原因として心臓病が増えてきていますので、心臓病に

どのような人がかかりやすいのかについて、重点的に調査したいと

考えています。つきましては今年の基本健康診査を受診する皆様の

日常の生活習慣をお教えいただき、その調査に役立てたいと考えて

います。また基本健康診査では、検査が終わった後のいらなくなっ

た血液はいつも捨てていますが、今年は捨てないで保存・利用して

調査に役立てたいと考えています。

このような事情ですので、調査に御協力いただける方は以下にお

名前をご記入いただき、アンケートにお答えください。ご記入いた

だいたアンケートは基本健康診査受診時にお持ちください。ご本人

がよくおわかりにならない場合は、ご家族のかたがお答えいただい

てもかまいません。

なるべく多くの方に御協力をいただきたく、なにとぞよろしくお

願い申しあげます。

なお、皆様のプライバシーの保護は厳重におこないますことをお

約束いたします。

十日町市役所

ご記入日 平成１０年 月 日

ご本人のお名前

生活習慣アンケートは３ページあります

次のページへお進み下さい



平成10年度基本健康診査受診者の皆様へ

、 、 、中里村では村民の健康増進活動に役立てるため 新潟県 保健所

。 、新潟大学と協力して成人病の実態調査を行っています とくに最近

死亡の原因として心臓病が増えてきていますが、中里村では近隣の

市町村に比べて心臓病の死亡率が高いことが問題になっています。

そこで今回、心臓病にどのような人がかかりやすいのかについて、

重点的に調査したいと考えています。つきましては今年の基本健康

診査を受診する皆様の日常の生活習慣をお教えいただき、その調査

に役立てたいと考えています。また基本健康診査では、検査が終わ

った後のいらなくなった血液はいつも捨てていますが、今年は捨て

ないで保存・利用して調査に役立てたいと考えています。

このような事情ですので、調査に御協力いただける方は以下にお

名前をご記入いただき、アンケートにお答えください。ご記入いた

だいたアンケートは基本健康診査受診時にお持ちください。ご本人

がよくおわかりにならない場合は、ご家族のかたがお答えいただい

てもかまいません。

なるべく多くの方に御協力をいただきたく、なにとぞよろしくお

願い申しあげます。

なお、皆様のプライバシーの保護は厳重におこないますことをお

約束いたします。

中里村役場

ご記入日 平成１０年 月 日

ご本人のお名前

生活習慣アンケートは３ページあります

次のページへお進み下さい

資料：ベースラインアンケート



生活習慣のアンケート

（１）喫煙について

普段たばこは吸っていますか？、１～３のあてはまるところに○を付け、→の後の

質問にお答えください。

１．吸っている → 1)何歳ころから吸い始めましたか 歳

2)一日何本くらい吸いますか 本

２．以前は吸っていたがやめた

→ 1)何歳ころから吸い始めましたか 歳

2)一日何本くらい吸いましたか 本

3)やめたのはいつですか 年前または 歳

３．すわない → 普段一緒に住んでいるご家族でたばこを吸っている人

について以下のあてはまるものに○をつけてください。

1. 家族にたばこを吸う人はいない

2. たばこを吸う家族は、あなたがいる部屋

ではなるべく吸わないようにしている。

3. たばこを吸う家族は、あなたがいる部屋

でも吸うことがある。

4. たばこを吸う家族は、あなたがいる、いない

にかかわらず、たばこを吸っている。

（２）お茶やコーヒーについての以下の質問であてはまる番号に○をつけて下さい。

①日本茶（緑茶）は飲みますか？

1. 一日10杯より多い 2．一日に５～10杯 3. 一日に１～４杯

4. 二～三日に数杯 5. 週に数杯程度 6. ほとんどのまない

②ほうじ茶、番茶はのみますか？

1. 一日10杯より多い 2．一日に５～10杯 3. 一日に１～４杯

4. 二～三日に数杯 5. 週に数杯程度 6. ほとんどのまない

③中国茶（ウーロン茶など）や紅茶は飲みますか？

1. 一日10杯より多い 2．一日に５～10杯 3. 一日に１～４杯

4. 二～三日に数杯 5. 週に数杯程度 6. ほとんどのまない

④コーヒーや缶コーヒーは飲みますか？

1. 一日10杯より多い 2．一日に５～10杯 3. 一日に１～４杯

4. 二～三日に数杯 5. 週に数杯程度 6. ほとんどのまない
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（３）普段の食事について

①食事のおかずとして、お肉、お魚のどちらを食べることが多いですか？

1. 肉が多い 2. 肉と魚が同じくらい

3. 魚が多い 4. どちらもあまり食べない

②最近１ヶ月の間、緑黄色野菜（ほうれん草・こまつ菜・野沢菜などの青菜、にんじ

ん・カボチャ・トマトなど、色の濃い野菜）または、たらの芽など緑色の濃い山菜

は、どの程度食べましたか？（漬け物も含みます）

1. ほとんど毎食 2. ほとんど毎日 3. 週に3～4日

4. 週に1～2日 5. ほとんど食べない

冬の間はどの程度食べていましたか？

1. ほとんど毎食 2. ほとんど毎日 3. 週に3～4日

4. 週に1～2日 5. ほとんど食べない

③最近１ヶ月の間、淡色野菜（キャベツ、レタス、白菜、大根など、色の薄い野菜）

またはきのこ類や緑色の薄い山菜（わらび、ふきのとう、うどなど）はどの程度食

べましたか？（漬け物も含みます）

1. ほとんど毎食 2. ほとんど毎日 3. 週に3～4日

4. 週に1～2日 5. ほとんど食べない

④最近１ヶ月の間、果物はどの程度食べましたか？

1. ほとんど毎食 2. ほとんど毎日 3. 週に3～4日

4. 週に1～2日 5. ほとんど食べない

（４）普段の歩行や運動について

①普段、一日にどの程度歩きますか？（仕事や買い物などで歩く時間も含みます）

1. １時間以上 2. １時間くらい 3. 30分～１時間

4. 30分くらい 5. 30分以下 6. ほとんど歩かない

②お仕事や、農作業、山歩き、家事などで体を動かす場合が多いですか？

１. 普段からよく体を動かしている。

２. 普段はあまり動かさないが、時期によってはよく体を動かす。

３. 体を動かすことは少ない。

③仕事や家事以外で、20分以上の積極的な運動や早足歩きをどの程度意識して行って

いますか？ （冬の寒さが厳しいようなときは除きます）

1. 週５回以上は行っている。 2. 週３～４回程度行っている。

3. 週１～２回程度行っている。 4. あまり行っていない。



④あなたは日頃運動不足と思いますか？（お仕事などで体を動かしているので運動不

足とは思っていないかたは 「いいえ」に○をつけて下さい）、

1. はい 2. 何ともいえない 3. いいえ

（５）普段の睡眠について

①あなたは毎日何時間くらい眠っていますか？ （昼寝を除きます）

だいたい 時間 分位

②普段の寝る時間や起きる時間は規則的ですか？

1. 規則的なことが多い 2. 時に不規則になる 3. 不規則になりがち

（６）性格やストレスについて

①日頃、イライラしたり、腹が立ちやすい方ですか？

1. 腹が立ちやすい 2. 普通だと思う 3. あまり腹は立てない

②競争心は強いですか？

1. 強い方だと思う 2. 普通だと思う 3.あまり強くないと思う

③物事に緊張したり、あがったりしてドキドキしやすい方ですか

1. とてもしやすい ２. 普通だと思う ３．そのようなことは少ない

④日頃ストレスが多いと思いますか？

1. とても多い 2. 多い方だと思う

3. 普通 4. 少ない

⑤あなたは「生きがい」や「はり」をもって生活をしておられますか

1. 非常にある 2. ある

3. 普通だと思う 4．あまりあるとは言えない

（７）血のつながったご両親やご兄弟、ご姉妹がかかられた病気をお教え下さい。

（お亡くなりになった方も含みます）

実父または実母 兄弟・姉妹の誰か

かかった かからない 不明 かかった かからない 不明

心筋梗塞 １ ２ ３ １ ２ 3

他の心臓病 １ ２ ３ １ ２ 3

突然死 １ ２ ３ １ ２ 3

脳卒中 １ ２ ３ １ ２ 3

がん １ ２ ３ １ ２ 3

御協力ありがとうございました。



 

 

 

 

 

 

 

発症調査アンケート等 

 

・ 発症調査アンケート 

（平成15年健診での発症疑い者・または平成15年未受診者宛 

 

・ カルテ閲覧許可依頼 

（死亡者用・遺族宛） 

 

 



 

 

 

 

生活習慣病実態調査アンケート 

 

                    （十日町市版） 

 

 
このアンケートはあなたが心臓病，脳卒中，糖尿病にかかられたことがあるか

かどうかをお聞きするものです。 

 

アンケートの結果は新潟大学で分析され，市民の健康づくり対策に役立てられ

ます。また，プライバシーは厳守し，ご本人やご家族の不利益には決してつなが

らないように扱います。 

 

ご協力いただける場合は下記にご本人のご署名，ご本人がお答えになれない場

合にはご回答いただいたご家族のご署名と続柄をご記入いただき，アンケートに

ご回答のうえ，返信用封筒にてご返送下さい。 

 

ご協力のほど，なにとぞよろしくお願い申しあげます。 

         十日町市健康福祉課健康増進係 

電話0257-57-3111（内線144） 

 

        ご本人またはご回答者のお名前（ご署名） 

 

                                

       ご回答者がご本人以外の場合，ご本人との続柄（     ） 
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生活習慣病実態調査アンケート 

 

                     （中里村版） 

 

 
このアンケートはあなたが心臓病，脳卒中，糖尿病にかかられたことがあるか

どうかをお聞きするものです。 

 

アンケートの結果は新潟大学で分析され，村民の健康づくり対策に役立てられ

ます。また，プライバシーは厳守し，ご本人やご家族の不利益には決してつなが

らないように扱います。 

 

ご協力いただける場合は下記にご本人のご署名，ご本人がお答えになれない場

合にはご回答いただいたご家族のご署名と続柄をご記入いただき，アンケートに

ご回答のうえ，返信用封筒にてご返送下さい。 

 

ご協力のほど，なにとぞよろしくお願い申しあげます。 

         中里村民生課保健衛生係   

 電話 0257-63-3111（代表） 

 

        ご本人またはご回答者のお名前（ご署名） 

 

                                

       ご回答者がご本人以外の場合，ご本人との続柄（     ）



 

1 

 
このページでは，今までに以下の病気にかかったことがあるかどうかに 

ついて，お尋ねします。 

 

（１）脳卒中（脳
のう

梗塞
こうそく

，脳出血，くも膜下出血など）にかかりましたか？ 

    １． はい （後ほど2ページ目もお答え下さい） 

    ２． いいえ 

    ３． よくわからない （後ほど2ページ目もお答え下さい） 

 

（２）心臓の病気（心筋
しんきん

梗塞
こうそく

，狭 心 症
きょうしんしょう

 など）にかかりましたか？ 

    １． はい  （後ほど3～4ページ目もお答え下さい） 

    ２． いいえ 

    ３． よくわからない （後ほど3～4ページ目もお答え下さい） 

 

（３）糖尿病と診断されましたか？ 

    １． はい  （後ほど５ページ目もお答え下さい） 

    ２． いいえ 

    ３． よくわからない （後ほど５ページ目もお答え下さい） 

 

上記（１）～（３）のいずれかで“はい”または“よくわからない”

とお答えになったかたは，そこで指定されているページもご回答下さい。 

 

（１）～（３）全てが“いいえ”であったかたは６ページ目へお進み

下さい。 
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このページでは脳卒中にかかったかた，よくわからないかたについてお尋ねし

ます。脳卒中にかからなかったかたは3ページ目へお進み下さい。 

 

（１）以下のうち，かかったことがある病気に○をつけてください 

１． 脳
のう

梗塞
こうそく

 または 脳
のう

血栓
けっせん

 または 脳
のう

塞栓
そくせん

 

  （脳の血管がつまってしまう病気のことです） 

２． 脳出血 （脳の血管が破れてしまう病気のことです） 

３． くも膜下出血 （脳の表面の血管が破れてしまう病気のことです） 

４． 病名はよくわからないが脳卒中になった 

５． 脳卒中かどうかわからないが，以下の症状が１日以上続いたため治療

を受けた （あてはまる症状全てに○をつけてください） 

   ① 手または足の麻痺   ② ろれつがまわらなくなった 

③ よだれが止まらなくなった ④ 片手または片足のしびれ 

⑤ 入院が必要なほど激しい頭痛 

   ６． 上記のいずれにもかかっていない 

 
脳卒中や上記症状があったかたについて，かかったときの状況などを大学の医師によるカルテの

閲覧で確認させて下さい。カルテ閲覧で得られた個人情報が大学医師以外の目に触れることはあり

ません。ご協力いただけるようでしたら，以下にお答え下さい。 

 
（２）上記１～５で最初に治療を受けた時期と医療機関をお教え下さい 

最初の入院時期  平成    年 

 

医療機関名                      

（３）上記１～５で現在かかっている医療機関があればお教え下さい 

 

医療機関名                    
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このページでは心臓病にかかったかた，よくわからないかたについてお尋ねし

ます。 心臓病にかからなかったかたは5ページ目へお進み下さい。 

 

（１）“心筋
しんきん

梗塞
こうそく

”という病気にかかったことがありますか？ または  

  “心臓の血管がつまった”と医師に診断されたことがありますか？ 

   

   １． はい 

   ２． いいえ 

   ３． よくわからない 

 

（２）胸が苦しくなったり，痛くなったりするのが３０分以上続いて入院治療を

受けたことがありますか？ 

 

   １． はい  

   ２． いいえ  

   ３． よくわからない  

 

（３）“狭 心 症
きょうしんしょう

”という病気にかかりましたか？ または 

  “心臓の血管が細くなっている”，“心臓の血管が痙攣
けいれん

する” 

  などと医師に言われたことがありますか？ 

 

    １． はい   

    ２． いいえ  

   ３． よくわからない  

（４）“胸が苦しい”，“胸が痛い”などの症状のために心臓の治療を受けたことが
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ありましたか？ あてはまるもの全てに○をつけて下さい 

 
１．  このような症状はなかった 

２．  このような症状はあったが，心臓病ではなかった 

３．  このような症状はあったが，治療は受けなかった 

４．  薬の内服治療を受けた 

５．  心臓の血管を広げた（風船治療を受けた） 

６．  心臓血管のバイパス手術を受けた 

 
心臓病または胸の苦しみ・痛みにかかったかたについて，かかったときの状況などを大学の医師

によるカルテの閲覧で確認させて下さい。カルテ閲覧で得られた個人情報が大学医師以外の目に触

れることはありません。ご協力いただけるようでしたら，以下にお答え下さい。 

 

（５）心臓病や胸の苦しみで最初に診断を受けた時期・医療機関をお教え下さい 

診断された時期  平成    年 

 

医療機関名                      

 

（６）心臓病や胸の苦しみのために入院して検査または治療を受けたかたは最初

の入院時期と医療機関をお教え下さい 

最初の入院時期  平成    年 

 

医療機関名                      

 

（７）心臓病や胸の苦しみで現在かかっている医療機関があればお教え下さい 

 

医療機関名                    
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このページでは糖尿病にかかったかた，よくわからないかたについてお尋ね

します。糖尿病にかからなかったかたは6ページ目へお進み下さい。 

 

（１）以下のうち，当てはまるもの全てに○をつけてください 
 

１． 医師から“糖尿病”と診断された 

２． 医師から“境界型糖尿病”と診断された 

３． 医師から“糖尿病の気がある”といわれた 

４． 健診などで“血糖値が高い”と言われた 

５． 健診などで“尿に糖が出ている”と言われた 

 
 （２）糖尿病の治療について当てはまるもの全てに○をつけて下さい 
 

１． 糖尿病の内服治療をしている 

２． インシュリン注射をしている 

３． 医師の指導によって食事療法をしている 

４． 食事療法をしているが医療機関には通っていない 

５． 糖尿病の治療はしていない 

 
糖尿病にかかったかたについて，かかったときの状況などを大学の医師によるカルテの閲覧

で確認させて下さい。カルテ閲覧で得られた個人情報が大学医師以外の目に触れることはあり

ません。ご協力いただけるようでしたら，以下にお答え下さい。 

 

 （３）糖尿病と診断された時期・医療機関をお教え下さい 

   診断された時期  平成    年 

 

   医療機関名                      

 

（４）糖尿病で現在かかっている医療機関があればお教え下さい 

 

   医療機関名                     



資料：発症調査アンケート 

 

 

以上でアンケートは終了です。 

返信用の封筒でご返送下さい。 

 

なお，本アンケートについてご不審な点やご質問などござい

ましたら，下記までご連絡下さい。 

 

            （十日町市版） 

           十日町市健康福祉課健康増進係 

 電話 0257-57-3111（内線 144） 

 

            （中里村版） 

中里村民生課保健衛生係   

 電話 0257-63-3111（代表） 

 

 

ご協力ありがとうございました。 



＊＊＊＊様のご遺族様 
 

医療機関カルテ閲覧のご承諾のお願い 
 
 突然のお手紙で大変失礼いたします。 

＊＊＊＊様には平成＊＊年＊＊日にお亡くなりになられ，ご遺族様には

さぞお悲しみであったことと，心よりお悔やみ申し上げます。 
 
 新潟県十日町健康福祉事務所（十日町保健所）では，新潟県健康対策課，

十日町市，中里村，新潟大学との協力により脳卒中，心臓病，糖尿病など

の実態調査を進めています。 
 つきましては，＊＊＊＊様が亡くなられた時の詳細な状況や，生前のご

病気などについて医療機関の診療録（カルテ）を閲覧させていただきたい

と存じ，ご遺族様のご承諾をお願いするためお手紙を差し上げました。 
 
 カルテ閲覧は新潟大学の担当医師が行い，得られた情報は厳重に管理さ

れ，個人が特定されるような形では決して公表されません。また，本調査

以外の目的に使用されることはございません。 
 
 ＊＊＊＊様がお亡くなりになられたことでお心の整理がついておられな

い方もあろうかと存じ大変恐縮ではございますが，閲覧調査にご承諾いた

だける場合には，裏面質問書に＊＊＊＊様が亡くなられた医療機関名や生

前受診されていた医療機関名をご記入のうえ，ご回答者のご署名をいただ

き，同封の返信用封筒で２月中にご返信下さいますようお願いいたします。 
 
 今後の疾病対策において大変貴重な情報であり，是非ともご協力賜りた

く，何卒よろしくお願い申しあげます。 
 
平成１６年２月１６日 
 

新潟県十日町健康福祉事務所長 
阿 部 僚 一   

 
（本件に関するお問い合わせ先） 

              地域保健課長 富所和代 電話 57-2400 



資料：カルテ閲覧許可依頼 

質問書 
 
 
①故人の死亡が確認された医療機関名（または医師名）をお教え下さい。 
 
 
 
                                 
 
 
②生前，脳卒中，心臓病または糖尿病のいずれかで受診していた医療機関

があれば，お教え下さい。 
 
 
 
                                 
 
 
 
③本質問書にご回答下さいました日とご回答者のお名前をお教え下さい。 
 
 
  ご回答年月日     平成１６年   月   日 
 

ご回答者ご署名 
 
 
                               
 

    ＊＊＊＊様との続柄（        ） 
 
 
返信用封筒でご返信下さい。 
ご協力ありがとうございました。 



 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１０年度基本健康診査 

  実施要領 
 





資料：平成 10 年度健診実施要領 
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